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揮
発
油
税
等
の
暫
定
税
率
廃
止
後
に
お
け
る
沖
縄
県
の
軽
減
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
（
以
下
、
「
揮
発
油
税
等
」
と
い
う
。
）
の
暫
定
税
率
の
税
額
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
で
は
沖

縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
基
づ
く
軽
減
措
置
に
よ
り
、
一
九
八

〇
年
五
月
以
降
、
四
十
五
年
に
わ
た
っ
て
一
リ
ッ
ト
ル
あ
た
り
七
円
軽
減
さ
れ
て
き
た
。
沖
縄
県
内
の
離
島
の
ガ
ソ
リ
ン
価
格

に
つ
い
て
は
、
軽
減
措
置
を
踏
ま
え
て
も
な
お
、
全
国
と
比
較
し
て
高
い
水
準
で
あ
り
、
こ
れ
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
、
離
島
の

住
民
生
活
及
び
地
域
経
済
に
多
大
な
影
響
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
沖
縄
県
の
経
済
的
背
景
や
地
理
的
背
景
、
交
通
事
情
を
踏

ま
え
、
沖
縄
県
民
の
生
活
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し
て
長
年
に
わ
た
っ
て
軽
減
措
置
が
実
施
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
鑑
み
、
揮
発

油
税
等
の
暫
定
税
率
廃
止
後
も
七
円
の
軽
減
措
置
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
政
府
に
対
し
質
問
す
る
。 

一 

暫
定
税
率
廃
止
後
に
お
い
て
七
円
の
軽
減
措
置
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
金
額
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。 

二 

暫
定
税
率
廃
止
後
に
も
沖
縄
県
の
軽
減
措
置
を
維
持
す
る
た
め
に
は
詳
細
な
制
度
設
計
が
必
要
に
な
る
が
、
政
府
の
検
討

状
況
と
今
後
の
方
針
、
併
せ
て
軽
減
措
置
を
維
持
す
る
た
め
に
改
正
が
必
要
と
な
る
法
令
等
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

七
円
の
軽
減
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
、
沖
縄
が
全
国
よ
り
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
、
さ
ら
に
は
条
件
不
利
性
の
あ
る
離
島



 

２ 

 

住
民
の
生
活
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
高
市
内
閣
の
掲
げ
る
「
強
い
沖
縄
経
済
」
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い

か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


